
　市では、令和7年度からご家庭で不用となった園芸用土を回収しています。4月から
は回収場所が１カ所増え、より便利にお持ち込みいただけるようになりました。なお、
1日に持ち込みできる園芸用土は、1世帯10ℓ程度（お米5kg1袋分〈目安〉）です。

回収場所 住所 駐車場
①新川暫定広場 新川1-6-1 1台（障がい者用）
②リサイクル市民工房 深大寺2-16-13 数台程度
③市役所（し尿投入施設前）  NEW 野崎1-1-1 市役所の駐車場を使用可

　みたか地域ポイント（愛称：みたポ）は、三鷹市が独自に発行する地域通貨です。日ごろのお手伝いへの“ありがとう”をポイントというカタチにし、
ポイントを通じて新しい人や地域とのつながりが生まれる仕組みです。

　各条例・計画の全文は、市 HPや担当課で閲覧できます。

◆回収した土はリサイクルして無料配布します
　加熱滅菌などを行い、再生処理をした後、イベントなどで配
布する予定です。配布の詳細は、決まり次第『広報みたか』など
でお知らせします。

持ち込み時の注意事項
●土は袋に入れてください（袋はお持ち帰りください）。
●持ち込まれた土は、ご自身でふるいにかけていただきます。土以
外の異物（鉢・プランター、鉢底石・ネット、砂、泥、肥料、植
物の葉・枝・根っこ）などは回収できません。
●事業者が持ち込んだ土は回収できません。
●①②に持ち込みの際は、可能な限り自転車や公共交通機関をご利
用ください。
※あらかじめふるいにかけた土を持ち込んでいただくと、受け付け
がスムーズです。

3 「みたポ」を活用する団体を募集中！3 「みたポ」を活用する団体を募集中！
　町会・自治会やPTA、地域のボランティア団体などが、地域貢献や地
域の活性化のために行う活動に対して「みたポ」を付与します。
◆対象となる活動
　事業実施に伴う打ち合わせや準備作業、当日運営など
　※打ち合わせのみの申請は不可。
◆付与ポイント
　1団体につき最大50,000ポイント
人地域の課題解決や地域住民の交流づくりに取り組む団体など
申5月8日㈮までに市 HPへ
※ポイントの付与に当たっては、書類審査などを行います。

1 寄付制度の開始1 寄付制度の開始
　みたポ（デジタルポイント）を
市に寄付できる制度が始まりま
した。スマートフォンアプリ「み
たか地域ポイント」の「ポイント
支援」から1ポイント単位で寄付ができます。
寄付されたポイントは、地域ポイント事業に活
用する予定です。

2 WEBサイトのリニューアル2 WEBサイトのリニューアル
　専用WEBサイトのデザインなどを更新しま
した。

③三鷹市公契約条例
問契約管理課☎0422-29-9172
　昨年12月に制定された同条例が、一部施行されました。同条例は、市が発注す
る工事や委託業務などに関し、事業者の経営環境に配慮した取り組みや従事する
労働者の適正な労働環境の整備を推進し、公共サービスの質の向上を図ることを
目的としています。

④三鷹市受援・応援計画
問防災課☎0422-24-9102
　災害時に他自治体や関係機関などからの応援を受け入れる体制や、他自治体
が被災した場合に、市から応援職員を派遣する体制などを整備することを目的
として策定しました。

⑤三鷹市耐震改修促進計画
問建築指導課☎0422-29-9745
　地震リスクの高まりと社会情勢の変化を踏まえ、既存建築物の耐震化を着実に
進めるため、改定を行いました。

⑥三鷹市住生活基本計画（住宅マスタープラン）
問住宅政策課☎0422-29-9704
　住宅施策を総合的・体系的に推進し、誰もが安心・安全・快適に暮らせる住環
境を実現することを目的として策定しました。

園芸用土の回収場所が増えました

「人×人」「人×地域」をつなぐ「人×人」「人×地域」をつなぐ 問企画経営課☎0422-29-9034

問ごみ対策課☎0422-29-9613

①三鷹市平和推進条例
問平和人権課☎0422-29-9032
　戦後80年を迎え、さらなる平和施策の推進を図るため、
本条例の一部改正を行いました。

主な改正内容

●条例名を『三鷹市における平和施策の
　推進に関する条例』から改名
●平和を考え行動する文化を
　「平和文化」と定義
●11月30日を「三鷹市平和の日」と制定
●「三鷹市平和文化功労者」を顕彰

②認知症とともに生きるまち三鷹条例
問高齢者支援課☎0422-29-8388
　令和6年4月1日に施行した『人権を尊重
するまち三鷹条例』の理念にのっとり、認
知症の人が尊厳と希望を持って地域で暮
らせることを目的として定められました。

日いずれも毎月第2土曜日午前10時～正午
人市民　物ふるい用の軍手
申当日会場へ
※回収日に市役所の西門は開いていません。
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